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平成7年

月25日号

圏享
づ
く
り
だ
か
ら

世
界
は
じ
と
つ
だ
け

昔
の
お
も
ち
ゃ
は
、
ほ
と
ん
ど
が
手
づ
く
り

凧
だ
っ
て
お
店
で
売
っ
て
な
ん
か
い
な
か
っ
た

だ
か
ら
、
作
る
喜
び
と
、
遊
ぶ
楽
し
さ
を

知
つ
．
て
い
た
ん
だ
ね

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
・
・
・

そ
し
て
今
、

そ
の
喜
び
と
楽
し
さ

を
親
子
で
味
わ
っ

育
委
員
会
で
は
、

化
教
室
を
行
い
ま
し
た
。
約
三

づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。

か
っ
だ
も
の
は
、

も
ち
ろ
ん
世
界
に

つ
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
す
。
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璽 

妊
婦
相
談
と

乳
児
相
談
が
あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
は
保
健
衛
生
係

妊
婦
椙
駁

●
と
き
　
2
月
6
日
　
（
月
）
　
午
後
1
時

0
0
分
－
3
時
0
0
分

●
と
こ
ろ
　
役
場
保
健
室

●
内
容
　
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
、
産

前
・
産
後
の
知
識
、
妊
婦
体
操
と
お

産
の
補
助
動
作
な
ど

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
印
鑑
　
（
母
子
健

康
手
帳
の
受
領
者
の
み
）

●
料
金
　
無
料

乳
児
椙
総

●
と
き
　
2
月
1
4
日
　
（
火
）
　
午
前
9
時

5
0
分
－
1
0
時
0
0
分

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
中
央
公
民
館
和
室

●
対
象
　
生
後
3
か
月
～
6
か
月
児

●
内
容
　
体
重
・
身
長
測
定
、
離
乳
食

指
導
と
試
食
、
保
健
婦
に
よ
る
保
健

指
導
な
ど

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
母
子
健
康
手

帳
、
バ
ス
タ
オ
ル

●
料
金
　
無
料

骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
教
室
で

骨
密
度
を
測
っ
て
み
ま
せ
ん
か

申
し
込
み
は
保
健
衛
生
係
へ

●
と
き
　
2
月
1
0
日
　
（
金
）
　
▽
午
前
の

部
＝
9
時
5
0
分
～
正
午
▽
午
後
の
部

＝
1
時
－
3
時

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
内
容
　
前
腕
の
測
定
、
身
長
・
体
重

の
測
定
、
骨
密
度
の
測
定
、
医
師
に

よ
る
問
診
、
保
健
婦
に
よ
る
保
健
指

導
●
対
象
　
4
0
歳
以
上
の
町
民
　
（
平
成
6

年
度
に
4
0
歳
に
な
る
人
を
含
む
）

●
定
員
　
午
前
・
午
後
の
部
と
も
、
そ

れ
ぞ
れ
三
十
人

●
申
し
込
み
　
1
月
0
0
日
　
（
月
）
　
か
ら

保
健
衛
生
係
で
受
け
付
け
ま
す
。
電

話
で
ど
う
ぞ
　
（
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
り
）

●
料
金
　
無
料

●
そ
の
他
　
こ
の
教
室
終
了
後
の
3
月

下
旬
に
、
要
指
導
者
と
希
望
者
を
対

象
に
骨
組
し
ょ
う
症
指
導
教
室
を
開

催
し
ま
す
。

ま
す

の
申
告

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

遠
賀
町
で
は
次
の
日
程
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
と

町
県
民
税
の
申
告
相
談
受
付
を
行
い
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
人
は
も
れ
な
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。



今年の1月1日から施行された車両法では、

前面のナンバープレートを取り外して軍を走ら

せることを禁止しました。それまでの車両法で

自動車のナンI〈一プレートの表示が義務づけら

れていたのは、封印されている後方面だけでし

た。ところがここ数年「前面は罰則がないので、

取り外してもかまわない」と勝手に解釈する人

が増えてきました。実際にファッションとして

ナンバープレートを取り外して走っている若者

が目立っています。これでは、一見しただけで

その奉を特定できなくなるだけで凄く、車社会
の安全と秩序を守ることができません。

こうした状況を改善するために施行された新

しい車両法。これlこより、ナンバープレートは、

前後ともに‘見やすい位露に、確実に購取り付

けなければいけないことになったのです。もし、

どちらかでも取り外して車を走らせた楊合は、

最高30万円の罰金が科せられます（なお、この際、

封印を取り外すと罰則が加算されます）。ナン
バープレートを取り外している人は、ドライバー

の責任として必ず取り付けてください。
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ヽ

直
方
と
小
倉
●
県
立
聾
学
校

の
幼
稚
部
入
学
者
募
集

申
し
込
み
は
2
月
1
5
日
ま
で
に

●
対
象
者
　
聴
覚
障
害
の
た
め
に
聞
こ

え
や
こ
と
ば
に
困
っ
て
い
る
幼
児

（
平
成
1
年
4
月
1
日
の
時
点
で
3

歳
か
ら
5
歳
ま
で
の
幼
児
）

●
募
集
人
員
　
若
干
名

●
入
学
選
考
日
　
3
月
1
日
　
（
水
）

●
募
集
期
間
　
2
月
1
日
か
ら
1
5
日
ま

で
　
（
日
曜
・
祝
日
を
除
く
、
毎
日
午

前
9
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で
。
た
だ

し
土
曜
日
は
正
午
ま
で
）

●
申
し
込
み
　
所
定
の
入
学
願
書
と
調

査
書
（
各
学
校
に
用
意
し
て
い
ま
す
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
提
出

●
問
い
合
わ
せ
　
各
学
校
へ

▽
県
立
直
方
聾
学
校

℡

0

9

4

9

2

　

（

6

）

　

5

3

5

1

▽
県
立
小
倉
聾
学
校

℡

　

（

9

2

1

）

　

3

6

0

0

・

3

6

0

1

原
子
爆
弾
被
爆
者
二
世
の

健
康
診
断
が
あ
り
ま
す

2
月
9
日
か
ら
2
0
日
ま
で

厚
生
省
で
は
、
㈱
日
本
公
衆
衛
生
協

会
に
委
託
し
て
原
子
爆
弾
被
爆
者
二
世

に
対
す
る
無
料
健
康
診
断
を
実
施
し
ま

す。●
対
象
者
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
二
世
で

受
診
を
希
望
す
る
人

●
と
き
　
2
月
9
日
か
ら
2
0
日
ま
で

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）
　
の
午

前
8
時
0
0
分
か
ら
日
時
3
0
分
ま
で
と

午
後
1
時
か
ら
2
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
西
日
本
産
業
衛
生
会
北
九

州
健
診
診
療
所
〔
小
倉
北
区
大
門
一

－
六
－
一
二
℡
　
（
5
6
1
）
　
0
0
3

0〕
●
問
い
合
わ
せ
　
福
岡
県
健
康
増
進
課

老
人
保
健
係

℡
0
9
2
　
（
6
2
2
）
　
0
1
1
6

乙
種
第
4
類
の
危
険
物
取
扱
書

試
験
が
あ
り
ま
す

申
し
込
み
締
め
切
り
1
月
3
1
日

●
と
き
　
3
月
1
2
日
　
（
日
）
午
前
1
0
時

か
ら

●
と
こ
ろ
　
九
州
共
立
大
学

●
申
し
込
み
　
受
験
願
書
　
（
遠
賀
郡
消

防
本
部
予
防
課
で
交
付
し
て
い
ま

す
）
　
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
次
の

と
こ
ろ
へ

▽
遠
賀
郡
消
防
本
部
予
防
課
I
I
1
月
2
9

日
ま
で

▽
北
九
州
市
消
防
局
＝
1
月
3
1
日
ま
で

●
問
い
合
わ
せ
　
遠
賀
郡
消
防
本
部
予

防
課
℡
　
（
2
9
3
）
　
8
1
2
5

◆
配
偶
者
特
別
控
除
に
つ
い
て

配
偶
者
特
別
控
除
の
額
は
、
配
偶
者

の
所
得
額
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

申
告
に
は
配
偶
者
の
所
得
額
が
わ
か
る

も
の
　
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
　
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

は
、
町
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ

る
人
に
は
、
郵
便
で
通
知
書
（
町
県
民

税
の
申
告
案
内
）
　
を
お
送
り
し
ま
す
。

通
知
書
に
書
か
れ
て
い
る
必
要
書
類
等

を
整
理
し
て
、
通
知
書
と
い
っ
し
ょ
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
平
成
6
年
中
に
遠
賀
町
に
転

入
さ
れ
た
人
や
通
知
書
が
届
い
て
い
な

い
人
で
も
平
成
6
年
中
に
収
入
の
あ
っ

た
人
は
、
居
住
さ
れ
て
い
る
区
の
申
告

日
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
所
得
税
の
申
昔
を
さ
れ
た
人
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電
荷
じ
で
す
か
自
動
車

事
故
被
害
者
援
護
制
度

自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー

自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー
は
法
律

に
基
づ
い
て
国
が
出
資
し
て
設
立
さ
れ

た
政
府
出
資
法
人
で
、
自
動
車
事
故
の

発
生
の
防
止
と
自
動
車
事
故
に
よ
る
被

害
者
の
保
護
増
進
を
柱
と
し
た
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

被
害
者
の
保
護
業
務
に
は
次
の
よ
う

な
自
動
車
事
故
被
害
者
援
護
制
度
が
あ

り
ま
す
。

交
通
遺
児
等
育
成
資
金
の
貸
付
け

保
護
者
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
ま
た

は
重
度
の
後
遺
障
害
者
　
（
自
賠
法
三
級

以
上
）
　
と
な
っ
た
被
害
者
の
家
庭
の
遺

児
等
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
育

成
資
金
の
無
利
子
貸
付
け
を
行
っ
て
い

ます。
重
度
後
遺
障
害
者
へ
の

介
護
料
の
支
給

自
動
車
事
故
に
よ
り
、
頭
部
ま
た
は

脊
髄
に
損
傷
を
受
け
、
常
時
介
護
を
必

要
と
す
る
重
度
後
遺
障
害
者
を
抱
え
る

家
族
の
精
神
的
、
肉
体
的
、
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
介
護
料
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ

ー
福
岡
主
管
支
所
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い

℡

0

9

2

　

（

4

5

1

）

　

1

1

5

1

福
岡
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

コ
ン
サ
ー
ト
へ
ど
う
ぞ

尾
崎
区
チ
ビ
も
会

福
岡
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、

結
成
1
3
年
目
を
迎
え
る
、
福
岡
で
唯
一

の
子
ど
も
た
ち
だ
け
　
（
小
・
中
学
生
と

高
校
生
）
　
で
構
成
さ
れ
る
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
。
毎
年
の
定
期
演
奏
会
や
、
こ
ど
も

の
日
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
で
活
躍
し
、
テ

レ
ビ
な
ど
に
も
数
多
く
出
演
し
て
い
ま

す
。
そ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
迎
え
て
尾

崎
区
子
ど
も
会
の
主
催
で
コ
ン
サ
ー
ト

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
、

尾
崎
区
の
6
年
生
を
送
る
会
の
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で
す
が
、
ど
な
た
で
も
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。
ク
ラ
シ
ノ
ク
は
も
ち
ろ
ん
ア

ニ
メ
の
曲
な
ど
も
演
奏
さ
れ
る
予
定
で

す
。
子
ど
も
た
ち
の
元
気
い
っ
ぱ
い
の

演
奏
を
ぜ
ひ
、
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

●
と
き
　
2
月
5
日
　
（
日
）
　
午
前
日
時

－正午

●
と
こ
ろ
　
尾
崎
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ
　
尾
崎
区
子
と
も
会
の

梶
谷
さ
ん
℡
　
（
2
9
3
）
　
5
6
3
2

縛
め
た
鍍
金
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
は
役
場
税
務
課

℡
　
（
2
9
3
）
　
1
2
3
4

申
告
を
す
る
と
所
得
税
が

還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

所
得
税
の
還
付
申
告
を

給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す
る
必

要
の
な
い
人
で
も
、
次
の
よ
う
な
人
は
、

確
定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た

所
得
税
が
戻
っ
て
く
る
場
合
が
あ
り
ま

す。①
民
間
の
金
融
機
関
や
住
宅
金
融
公
庫

な
ど
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
の
融
資
を
受

け
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
人

②
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費

を
支
払
っ
た
人

①
の
人
は
、
住
宅
取
得
特
別
控
除
を

②
の
人
は
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
控
除
の
内

容
や
申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
本
紙

1
月
1
0
日
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。

受
け
付
け
ま
す

●
と
き
　
2
月
2
日
（
木
）
3
日
（
金
）

の
午
前
9
時
か
ら
正
午
ま
で
と
午
後

1
時
か
ら
4
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
役
場
二
階
第
三
会
議
室

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
申
告
に
必
要
な

書
類
（
本
紙
1
月
1
0
日
を
ご
覧
く
だ

さ
い
）
　
と
印
鑑

還
付
金
は
金
融
機
関
の

預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す

還
付
金
は
、
金
額
の
多
少
に
か
か
わ

ら
ず
本
人
名
義
の
金
融
機
関
預
金
口
座

へ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
金
融
機
関
名
、

預
金
の
種
類
、
口
座
番
号
な
ど
を
確
認

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

英
彦
山
で
　
象
捕
蕪
貰
紹
清
綾
需
㌫
雷
撃
彊
続
緒
羅
靖

雪
あ
せ
び

英
彦
山
中
天
狗

ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー

い
ま
す
。
英
彦
山
大
運
動
会
や
雪
あ
そ
び
な
ど
盛
り
た
く
さ
ん
の
内
容
で

す
。
英
彦
山
の
大
自
然
を
親
子
で
満
喫
し
ま
せ
ん
か
。

●
と
き
　
2
月
Ⅱ
日
　
（
土
）
　
1
2
日
　
（
日
）
一
泊
二
日

●
と
こ
ろ
　
福
岡
県
立
英
彦
山
青
年
の
家

●
定
員
　
百
人

●
経
費
一
人
二
千
二
百
円

●
申
し
込
み
　
1
月
3
1
日
ま
で
に
英
彦
山
青
年
の
家
へ

電
話
で
ど
う
ぞ
℡
0
9
4
1
　
（
8
5
）
　
0
1
0
1


